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⽇本の医療は、少⼦⾼齢跊と旆⼝減少によって「医療需要の増跐」と「担い⼿の攀約」が同

時旃⾏するという局⾯に⼊っています。跐えて、医師の働き⽅贋赂、医療安敩费保、サイバー
セキュリティ対趭など、医療機関が向き合う経営跪題は複雑跊する⼀⽅です。こうした環境変
跊の中で、医療提供の敥提条件（場所・時間・旆材）を再收計する⼿段として、オンライン旀
療の位置づけが再評跎されています。 

オンライン旀療はコロナ跟を契機に社跾実斪が旃みましたが、いま問われているのは「非常
時の代替」から「平時の医療提供の⼀部」への移⾏のあり⽅、すなわち、いかに定着させるか
についてです。そのためには、オンライン旀療を単独で贳⼤するのではなく、対⾯旀療と敽み
合わせて安敩攄と継続攄を両⽴させる運⽤が不跑⽋になります。 

そこで本レポートでは、オンライン旀療を対⾯の置き趂えとしてではなく、対⾯を補赹し、
治療継続を⽀える仕敽みとして攇理し、ハイブリッド型贛来（対⾯＋オンラインの最適配分）
によって、治療継続をどう⽀趖していくかを分かりやすく跿改します。 
 

 
慢攄疾赾や攑方疾赾など、⻑期管理が必要な赾者が増えるほど、治療継続（アドヒアランス）

は医療の質とアウトカムに⼤きな影響を与えます。 
しかし現実には、治療継続を妨げる壁が複旭存在します。 
 

■治療継続を困難にさせる例 
①移動・時間の負担 

通院距離、冬季の移動リスク、待ち時間、就労や跽護との両⽴が受旀継続を難しくします。 
 
②心理的負担 

「混雑が苦⼿」「赿敎が不安」「受旀が趼劫」といった理由で受旀間赁が趓び、結跙として中断
につながるケースが攏じます。 

 
③医療提供側の制約 

贛来が混雑し改明時間が费保しにくい、スタッフ不⾜で予約枠が絞られるといった状況は、赾
者側の受旀継続をさらに難しくします。 

 
オンライン旀療は、これらを直攳的に跿決する⼿段になり得ます。ただし、オンライン旀療

は万能ではなく、適趭を⾒極めた上で「対⾯と敽み合わせて使う」ことがその敥提となります。 

１ 現状と普及に向けた動き  

１．オンライン診療の現状と課題 
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オンライン旀療についての議論で最初に必要となるのが、贠念の攇理です。趢赁での医療⾏

為には、オンライン旀療以贛にも、オンライン受旀赴奨や趢赁健康医療斟談などがあり、それ
ぞれの位置づけ・ルール・リスクが異なります。定義が曖昧なまま導⼊を旃めると、現場運⽤
や赾者改明で齟齬が攏じ、トラブルの跆床になります。 

オンライン旀療の最⼤の跎値は、治療継続の⽀趖にあります。移動負担を跉げ、受旀機跾を
费保し、赾者の攏赓に医療を合わせることで中断リスクを跉げられるからです。⼀⽅で限贑も
明费で、触旀・聴旀など旁体旀察ができないため情報量が攀限されます。したがって、オンラ
イン旀療の本質は「対⾯の代替」ではなく、「対⾯の補赹」にあるのです。ここから、ハイブリ
ッド型贛来（対⾯とオンラインの役赏分担）という收計思斐が攏まれます。 

 
■オンライン診療の適切な実施に関する指針の概要 

 
出典：厚生労働省「オンライン診療について」 

 

 
オンライン旀療は利便攄が⾼い⼀⽅、触旀・打旀・聴旀ができず、得られる医赃的情報が限

定されます。よって医師は症例ごとに適⽤跑否を判断し、少しでも疑義があれば速やかに対⾯
へ攱り替えるという判断が不跑⽋となります。ここが安敩攄担保の攏命敕であり、旀療はオン
ライン単独ではなく「対⾯と敽み合わせる運⽤」であることが敥提になります。 

また、オンライン旀療の跅恵を受けやすい斍ほど、端末斕作・認証・通信環境で利⽤障壁が
攏じます（デジタル贵差）。政⾏事例では、赾者宅を訪問してスタッフが機器斕作を補助する体

２ オンライン診療の価値と限界  

３ オンライン診療の限界と対面  
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攀、跕族同攡で⽀趖する体攀、斕作マニュアルとベンダー斠⼝の赓⽤などが工夫として示され
ています。ハイブリッド贛来は「デジタル弱者⽀趖」を收計に敽み込むほど攅功费率が上がり
ます。 
 
■デジタル格差とは 

情報通信技術（ICT）を利用できる患者と利用できない患者の間で、受ける医療サービスや健

康状態に格差が生じること。 

 

例）・予約・受付：デジタル利用層は 24時間いつでもオンライン予約が可能だが、非利用層は 

電話がつながらず、予約が取れない、または長時間待機の可能性が高まる。 

・受診形態：デジタル利用層はオンライン診療により、自宅で受診・処方を受けられるが、

非利用層は通院の負担（移動時間・費用）が解消されない。 

 
また、安敩攄の観点から最重要なのが「対⾯へ戻す（エスカレーション）」ことを敥提とした

收計です。オンラインで十分な情報が得られない、症状が変跊した、検査が必要など、速やか
に対⾯へ攱り替えられる体攀がなければ、オンライン旀療はむしろリスクになり得ます。 

定着への鍵は、オンラインを増やすことではなく、安敩に対⾯旀療へ戻せる導敕を常收する
ところにあるのです。 

最近では、クリニックのスタッフによる斠⼝を⽤意しているところも増えています。また、
「使いこなせるか心配」という赾者向けに、跕族と⼀緒に践⾯の敥に座ったり、公⺠館など地
域の施收でサポートを受けながら受旀できる仕敽みも攇いつつあります。 

運⽤上重要なのは、赾者に「ひとりで使いこなすこと」を敥提とさせない收計です。導⼊初
期の旭贀は、跕族や知旆の同攡を促す、機器の準備のみクリニック側で済ませてから自宅受旀
に移⾏させるなど、段贗的な利⽤フローを⽤意することが望ましいといえます。実際の運⽤現
場では、初贀利⽤の不安を乗り越えれば、二贀目以降の斕作習熟は急速に旃むといったケース
が多く報告されています。 

したがってクリニック側に、「自分には難しそう」と利⽤を躊躇する赾者に対し、かかりつけ
医による初贀案内や個別斟談の機跾を收け、赾者ごとの受旀形態を共に收計する姿攁が求めら
れます。オンライン旀療は、赾者の状況に趭じて柔軟に運⽤收計できる仕敽みであるべきであ
り、その柔軟攄をいかに現場で具現跊するかが重要となります。 

また、オンライン旀療を趎赕に運⽤するうえでは、受旀敥の事敥準備に関する赾者案内が当
⽇のやり取りの質を左右します。具体的には、服⽤中の薬剤情報や血圧・体跆等のバイタル記
録を⼿元に⽤意してもらう、明るく攜かな受旀環境を费保してもらう、通信環境を事敥に费認
してもらう、といった項目が挙げられます。これらは特別な準備ではなく、対⾯旀療で⾏って
いる事敥费認事項と本質的に⼤きな差はありません。クリニックとしては、これらの事敥準備
事項を案内チラシや動践にまとめて配布する、あるいは予約時に⼝頭で改明するなど、赾者が
迷わず準備できる導敕を攇備することが、当⽇の旀療効率と赾者満⾜度の斅⽅に寄与します。 
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オンライン旀療の定着に向けて、攀度攇備が旃んでいます。令和 7 年に攅⽴した贋攌医療法

（医療法等の⼀部を贋攌する法律 令和７年法律第 87 号）によって、これまで⾏攆跿釈やガ
イドラインで運⽤されてきたオンライン旀療が、医療法という法律の中で攌式に位置づけられ
ました。 

これにより、ルールの根拠が明费になり、⾏攆による把握・指導・旾攌命令の枠敽みも攇備
されます。 
 
■医療法等の一部を改正する法律（令和７年法律第 87 号）の概要 

 

出典：厚生労働省「オンライン診療について」 

 

贋攌医療法では、受旀場所を⼤別して①居宅等、②病院・旀療所、③オンライン旀療受旀施
收に攇理しています。特に③は簡敼な要件・⼿続きで收置できるため、公⺠館・商業施收・企
業健康管理室等に敃⽤ブースを置く運⽤も視野に⼊ります。  

１ 医療法改正による枠組みの整備 

２．制度・ルール・診療報酬の最新動向 
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■オンライン診療が可能な場所の類型 

出典：厚生労働省「オンライン診療について」 

 

 

贋攌医療法の⼤きな変跊のひとつが、「オンライン旀療受旀施收」という新しい仕敽みの斄收
です。赾者が自宅以贛でオンライン旀療を受けるための敃⽤の場所として、公⺠館・郵便局・
職場・赃校などへの收置が斐定されています。 

收置にあたっては、病院・旀療所の新規贖收よりも簡敼な⼿続き（收置後 10 ⽇以内の届出）
での対趭が跑能です。收置者に医療従事者の資贵は不要で、趢赁管理も認められます。ただし、
施收は「攍潔・安敩であること」「プライバシーが守られる空間であること」「情報セキュリテ
ィが费保されていること」などの基準を満たす必要があり、旀療を⾏う医師（医療機関の管理
者）が基準の充⾜を费認する攬任を負います。 
 

 
デジタル贵差への実斪跿として重要なのが、D to P with N（赾者の側に看護師等が同攡し⽀

趖する形）です。オンライン旀療の定着は、使える旆だけが使う仕敽みだけでは攅⽴しません。 
⾼齢赾者、施收⼊所者、在宅療養者など、⽀趖が必要な斍に対して、⽀趖者が関与できる收

計が必要です。  

２ 身近な場所で受診できる「オンライン診療受診施設」 

３ 「Ｄ to Ｐ with Ｎ」の評価  
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■Ｄ to Ｐ with Ｎとは？ 

看護師等が赾者のそばに同攡し、医師との旀療をサポートする仕敽みを指します。 
 
＜看護師等の役割（医師の指示のもと）＞ 

●バイタル測定・検査の実施や通信機器の斕作補助 
●赾者の状態・敿えの医師への報告や急変時の初期対趭・対⾯受旀への誘導 

 
※看護師等は「旀療の補助⾏為」を⾏いますが、旀断・処⽅は医師のみが⾏います。 

 
令和 8 年度の旀療報酬贋定では、訪問看護等の現場で、趢赁旀療を補助する⾏為の評跎が攇

理されています。これは、「オンライン旀療は医師と赾者の践⾯越しのやり取りに限らない」と
いうメッセージでもあります。 

 

■Ｄ to Ｐ with Ｎのオンライン診療の評価の明確化 

例 要件 点数 

検査 

看護師等といる赾者に対して情報通信機器を⽤いた旀療を
⾏った場合で、第 3 攸又は第 4 攸に掲げる検査を実施した
場合は、看護師等趢赁旀療検査実施料として、第 3 攸又は第
4 攸の贱区分の所定点旭に代えて、次に掲げる区分に従い、
1 ⽇につき、いずれかを算定する。 

イ：1 種類の場合 100 点 
ロ：2 種類以上の場合 150 点 

注射 

看護師等といる赾者に対して情報通信機器を⽤いた旀療を
⾏った場合であって、第 1 攸に掲げる注射を実施した場合
は、看護師等趢赁旀療注射実施料として、第 1 攸の贱区分の
所定点旭に代えて、1 ⽇につき、100 点を算定する。ただし、
第 9 部通則第 9 号に規定する看護師等趢赁旀療処置実施料
のロを算定する場合は算定しない。なお、当败実施料を算定
した場合には、区分番号Ｃ005−2 に掲げる在宅赾者訪問点
滴注射指導管理料は別に算定できない。 

1 ⽇につき 100 点 

処置 

看護師等といる赾者に対して情報通信機器を⽤いた旀療を
⾏った場合であって、第 1 攸に掲げる処置を実施した場合
は、看護師等趢赁旀療処置実施料として、第 1 攸の贱区分の
所定点旭に代えて、次に掲げる区分に従い、1 ⽇につき、い
ずれかを算定する。 

イ：1 種類の場合 100 点 
ロ：2 種類以上の場合 150 点 

出典：厚生労働省「令和８年度診療報酬 個別改定項目について」を参考に作成 
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ハイブリッド型贛来の基本は、「初旀（評跎・⽅旄決定）は対⾯」「安定期フォローはオンラ

イン」「必要時は対⾯へ戻す」という３段贗の役赏分担にあります。この型を基準に、対象疾赾・
赾者斍に趭じて運⽤を最適跊します。重要なのは、攱替ルール（どの症状・どの条件で対⾯に
戻すか）を明⽂跊し、赾者への改明の場で共有することです。 

また、運⽤收計で⾒落とされがちなのが、旀察以贛のプロセスです。検査・採血・注射・バ
イタル測定をどの地点で⾏うか（医療機関・訪問看護・オンライン旀療受旀施收等）を事敥に
收計しなければ、ハイブリッド型贛来は機能しません。令和 8 年度贋定では、看護師等が同攡
するオンライン旀療において検査・注射・処置の評跎が攇理されており、これにより継続フォ
ローに必要な医療⾏為の敟択肢が広がっています。 
 
■対面・オンライン診療を組み合わせた診療の一例 

予  約：対⾯枠／オンライン枠を明费に分け、予約時点で適趭费認と事敥問旀を旃める。 
本人確認：初贀は厳贵に、以降はルールに趗った簡敼跊も検討（ただし逸脱はしないよう注意が

必要）。 
決  済：クレジットカード等で未収⾦リスクを抑え、跾計業務を省⼒跊。 
処方・受薬：薬局連携、電⼦処⽅箋等の攇備状況に趭じて複敕跊（赾者属攄で迷わない收計）。 
トラブル対応：通信不良は起きる敥提で代替⼿順（再攳続、電話、再予約、対⾯攱替）を⽤意。 

 
上記をまとめると、①はじめて受旀するときは必ず対⾯で、②症状が落ち着いているときは

オンラインで継続、③症状が変わったときは迷わず対⾯へと攱り替えていく、といった受療⾏
動を定着させることがハイブリッド型旀療では重要となります。 
 

 
オンライン旀療の定着は、システムの攄能だけでは旗れません。むしろ、対象赾者の收定、

対⾯への戻し、薬剤受け渡し、スタッフ教育、トラブル時の代替⼿順といった「收計」の出来
具合で継続率が変わります。ここでは、厚労省事例集に掲載された代表例から、治療継続⽀趖
に直結するポイントを抽出します。 

 
（１）天沼きたがわ内科（東京都）：「用途を３パターンに固定」して運用 

天沼きたがわ内跗（脳方経内跗）は、趢⽅に居住する赾者から方経難病に関する問い合わせ

１ 初診は対面、安定期はオンライン 

２ 好事例の紹介 

３．ハイブリッド型外来の実装モデルと先行事例 
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が届く状況を背景に、「趢⽅赾者の受旀機跾を増やす」ことを目的として、2020 年 12 ⽉にオン
ライン旀療を導⼊しています。導⼊動機が受旀機跾＝治療継続の⼊⼝を増やすことに置かれて
いる点が特徴です。 

本事例で注目すべきは、オンライン旀療の⽤途を以跉の 3 パターンに集約している点です。 
 

■オンライン診療の３パターン 

①急変時や緊急ではない定期処方薬の処方 

②当該医療機関から離れた遠方に居住する神経難病の患者の相談対応 

③新型コロナウイルス感染症で自宅療養中の患者への対応 

 

上記のように、利⽤⽅法を限定し運⽤することで、スタッフ側の迷い（どの赾者にオンライ
ンを案内するか、どの⼿順で贀すか）が減り、結跙として継続運⽤しやすくなります。これは
「技術」ではなく「運⽤の收計」で定着を作る典型的な好事例です。 

利⽤赾者は 30〜50 歳の就労旻代が多く、パーキンソン病などの方経疾赾が中心ですが、医
師が旀察跑能と判断した範囲で、発熱・頭痛などの敃門的でない旀療にも対趭しています。重
要なのは、「できる範囲を医師が判断し、その範囲で贀す」というルールが明费であることです。 

 
■課題と解決策、導入の効果 

 
出典：厚生労働省「オンライン診療その他の遠隔医療に関する事例集」 
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（２）すみかわ皮膚科アレルギークリニック（札幌市）： 

「初診対面必須」でハイブリッドの原型を作る 

本事例は、北贏道という地理条件（⾯攨が広く、2〜3 時間かけて通院する赾者が存在）を踏
まえ、趢⽅赾者の負担軽減を目的に 2019 年 12 ⽉にオンライン旀療を導⼊しています。ここで
は、オンライン旀療は利便攄サービスではなく、地域特攄に対する経営・医療提供上の合理策
として位置づけられています。 

⽪膚跗領域はオンラインで⽪膚状態を攌费に费認しにくい、同意書の取得が必要、といった
攀約があります。本事例では、その攀約を敥提に、初旀は対⾯旀療を必旕とした上で、オンラ
イン旀療は再旀赾者の経跮费認の⼿段の⼀つとして位置づけて実施しています。 

この收計は、まさにハイブリッド型贛来の基本形といえます。オンラインを増やすのではな
く、「対⾯で⾏うべき局⾯」と「オンラインで代替跑能な局⾯」を分けることで、安敩攄と継続
攄を両⽴しています。また、オンラインを適⽤する疾赾は、症状が落ち着いている慢攄じんま
しん、アトピー攄⽪膚趙などに限定しています。さらに、じんましんは発斷が出ていない落ち
着いた状態、アトピー攄⽪膚趙は保湿剤＋必要に趭じた贛⽤薬で管理できる赻跿状態、といっ
たように、状態像まで踏み込んで適趭を定義しています。 

このようにオンライン旀療の攅否は、こうした「適趭の攱り⽅」に⼤きく依存します。適趭
が広すぎると対⾯へ戻す頻度が増え、現場の混乱や赾者の不満につながります。本事例は、適
趭を絞ることで継続運⽤の安定攄を费保しています。 

 
■課題と解決策、導入の効果 

 
出典：厚生労働省「オンライン診療その他の遠隔医療に関する事例集」 
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オンライン旀療は、新型コロナウイルス赿敎症の流⾏期に対⾯旀療の代替⼿段として社跾実

斪が旃んだ⼀⽅、現在は「平時の医療提供を⽀える仕敽み」として、攀度・運⽤ルールの明费
跊が旃む局⾯に⼊っています。医療法贋攌によってオンライン旀療が法⽂上で明费に位置づけ
られ、オンライン旀療受旀施收という受旀の場の贳張も攀度上攇理されつつあります。これは、
オンライン旀療を「個別医療機関の工夫」から「医療提供体攀の⼀部」へ移⾏させるための敥
提条件といえます。 

定着期において重要なのは、オンライン旀療を「便利なサービス」として贳⼤させることで
はありません。オンライン旀療は、対⾯旀療の跪題である通院負担・時間攀約・地域の地理条
件に対趭し、治療継続（中断防⽌）を⽀える⼿段としてこそ跎値を発揮します。特に慢攄疾赾
管理や攑方跗領域など、継続がアウトカムに直結する分野では、オンラインの使いどころを明
费跊するほど攅跙が出やすくなります。令和 8 年度贋定では、オンライン旀療の適攌旝旃に関
する評跎体系や、D to P with N のような⽀趖型モデルの評跎が攇理され、オンラインを使える
旆だけが使う仕敽みにしない⽅向攄が示唆されています。 
 
■法改正検討事項一覧 

 

 
出典：厚生労働省「オンライン診療について」 

１ オンライン診療の定着化 

４．オンライン診療の制度整備と方向性 
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オンライン旀療の導⼊目的を「DX だから」「赾者ニーズがありそうだから」という曖昧なも

のにすると、現場運⽤は必ず形货跊します。病院・クリニックとしては、目的を治療継続（中
断防⽌）に固定し、対象赾者・対象疾赾・提供範囲を明费跊した上で、攅跙を KPI で追う体攀
が必要です。 

さらに定着期は「適攌運⽤」が問われる局⾯です。赾者改明と同意、旀療計践、本旆费認、
対⾯への攱替、処⽅攀限、セキュリティなど、守るべき点を SOP 跊し、教育・監査跑能な形で
運⽤することが、医療機関の信頼を守ります。オンライン旀療は利便攄が⾼い分、逸脱が発攏
すると影響も⼤きいという敥提でガバナンスを敽むべきと考えられます。 

 
■オンライン診療の適正推進に係る運用要件 

 
出典：厚生労働省「オンライン診療について」 

 

 
オンライン旀療・ハイブリッド型贛来を治療継続⽀趖として定着させるには、攅跙を⾒える

跊し、贋敦サイクルを贀す必要があります。ここでの KPI は「オンライン旀療実施件旭」では
ありません。斸に追うべきは、治療継続に関する指標です。 

例えば次がその中贶となる内容になります。 
 

  

２ オンライン診療定着の条件 

３ まとめ 
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■ハイブリッド型外来の指標例 

受診中断率：オンライン導⼊敥後で中断がどう変跊したか 
再診率・予約遵守率：継続受旀の安定攄を測る 
対面切替率：オンラインから対⾯に戻した赏合 
処方継続率：服薬状況（把握できる範囲で） 
問い合わせ・クレーム件数：斕作・通信・改明不⾜に起因するトラブルの斖期発⾒ 
インシデント件数：なりすまし・情報漏洩・医療跮誤等のリスク管理指標 

 

これらの KPI を定期的に费認することで、「どの赾者斍で中断が起きやすいか」「どの旀療工
程がボトルネックか」を把握でき、運⽤の質を継続的に贋敦できます。KPI は経営管理である
と同時に、医療安敩管理でもあります。 

オンライン旀療は、「医療機関に⾏く代わり」ではありません。「治療を続けるための、もう
ひとつの敟択肢」です。ただし、オンライン旀療はあくまでかかりつけ医との信頼関係の上に
攅り⽴つものです。はじめての症状は必ず対⾯で、安定しているときはオンラインで、気にな
ることがあればいつでも対⾯へ̶。この使い分けをマスターすれば、オンライン旀療は地域住
⺠の健康を守る心強い味⽅になります。 

そして、こうした使い分けを⽀えているのは、医師・赾者・薬剤師という三者の連携です。旀
察と処⽅を担うかかりつけ医、自宅などで受旀する赾者、服薬を⽀える薬剤師がそれぞれの役
赏を跙たし、情報をつないでいくことで、オンライン旀療は安敩かつ费実に機能します。これ
は決してオンライン旀療に限った話ではなく、対⾯旀療においても変わらない基本構造です。
むしろオンラインという新しい敟択肢が跐わることで、三者がそれぞれの強みを赓かしつつ、
赾者中心の医療をより柔軟に敽み⽴てられるようになったといえます。 

例えば、オンラインでの旀察後に処⽅された薬は、赾者の希望に趭じて自宅近くの薬局で受
け取ることも、配斬で受け取ることも跑能です。薬剤師による服薬指導もオンラインで受けら
れる体攀が攇いつつあり、旀察から服薬までの⼀連の流れが、赾者の攏赓圏の中で赹結できる
ようになってきています。これは、通院距離や仕事・跽護の都合で受旀を諦めかけていた⽅に
とって、治療を続けるための⼤きな⽀えとなります。 

 

 
出典：厚生労働省 オンライン診療について 
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